
 

みよし市城山保育園の管理運営に関する指定管理協定書（案） 

 

みよし市（以下「市」という。）と本事業に係る最優秀提案者に決定された〔事業者名●●

●〕を代表法人とし、〔事業者名●●●〕、〔事業者名●●●〕及び〔事業者名●●●〕を構成員

とする〔共同企業体名●●●〕（以下、共同企業体の構成員を各条文内容に即して個別に又は総

称して「指定管理者」という。）は、みよし市城山保育園の管理運営に関し、みよし市公の施設

に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例（平成１６年三好町条例第１号）（以下「指定手

続条例」という。）第７条の規定により、次のとおり指定管理協定（以下「本指定管理協定」と

いう。）を締結する。 

 なお、この協定は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項に規定によ

る議会の議決を得るまで仮協定とし、議会の議決を得たとき、本協定として効力を生ずるもの

とする。 

 

 

第１章 総則 

 

（趣旨） 

第１条 本指定管理協定は、本施設を適正かつ円滑に管理運営するために必要な基本事項を定め

るものとする。 

（指定管理者の指定の意義） 

第２条 市及び指定管理者は、本施設の管理運営に関して市が指定管理者の指定を行うことの意

義は、民間事業者である指定管理者の能力を活用しつつ、保育施設として効果的及び効率的に

管理運営をさせ、もって福祉の一層の増進を図ることにあることを確認する。 

（公共性及び民間事業の趣旨の尊重） 

第３条 指定管理者は、本施設の設置目的、指定管理者の指定の意義及び施設の管理者が行う管

理運営の業務（以下「本業務」という。）の実施に当たって求められる公共性を十分に理解し、

その趣旨を尊重するものとする。 

２ 市は、本業務が民間事業者等によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重する

ものとする。 

（信義誠実の原則） 

第４条 市及び指定管理者は、互いに協力し、信義を重んじ、対等な関係に立って本指定管理協

定を誠実に履行しなければならない。 

 （用語の定義） 

第５条 本指定管理協定に用いる用語の定義は、次のとおりとする。 

 (1) 指定管理料 

   市が指定管理者に対して支払う本業務実施の対価をいう。 

 (2) みよし市城山保育園の管理運営に関する指定管理協定仕様書 

   本業務の運営・維持管理業務に係る仕様書をいう。 



 

 (3) 関係法令 

   本業務を実施する上で関係する全ての法律、条例、規則、基準等を含めた法令をいう。 

 (4) 募集要項等 

   本事業に係る募集要項、要求水準書、添付資料、提供資料、最優秀提案者決定基準、様式

集、共同企業体取扱要領、基本協定書（案）、基本契約書（案）、設計・工事等請負契約書（案）、

本指定管理協定書（案）及びこれら資料に対する質問回答を総称したものをいう。 

 (5) 提案書類 

   募集要項等に基づき指定管理者が市に提出した指定期間中全体における事業計画書及び

その付属書類等をいう。  

 (6) 事業計画書 

   指定管理者が市に毎年提出し、承認を得る事業計画及び収支計画をいう。 

 (7) 不可抗力 

   天災（地震、津波、落雷、暴風、洪水、異常降雨、土砂崩壊等）、人災（戦争、テロ、暴動

等）その他指定管理者及び市の責めに帰さない事由（ただし、法令等の制定又は改正に基づ

くものを除く。）をいう。 

 (8) 不可抗力の判定 

   損害等が不可抗力により生じたものであるかどうか、指定管理者の対応措置が適切になさ

れなかったことにより拡大したものであるかどうか等を判定することをいう。 

（管理物件） 

第６条 本業務の対象となる物件（以下「管理物件」という。）は、管理施設及び管理物品からな

る。管理施設の内容は、別表１のとおりとする。 

２ 指定管理者は、善良なる管理者の注意を持って管理物件を管理しなければならない。 

３ 指定管理者は、管理物件を管理業務以外の目的に使用してはならない。ただし、あらかじめ

市の承認を得たときは、この限りでない。 

（協定の期間） 

第７条 この協定の期間は、指定管理者が指定管理者に指定された期間である令和８（2026）年

４月１日から令和１１（2029）年３月３１日までとする。 

（事業年度及び会計区分） 

第８条 本業務に係る事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとし、指定管理者は団

体の会計とは別に独立した区分経理を行わなければならない。また、他の公の施設の指定を受

けた場合についても、別に区分した口座で管理しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、前条に定める協定の期間に基づき事業年度が４月１日から起算し

て１年に満たない場合は、当該年度について協定の期間に基づく日までを事業年度とする。 

 

第２章 本業務の範囲と実施条件 

 

（本業務の範囲） 

第９条 本業務の範囲は、次のとおりとする。 



 

 (1) 保育の実施に関する業務 

 (2) 本施設の維持及び管理に関する業務 

 (3) その他本施設の運営に関して市長が必要と認める業務 

２ 前項各号に掲げる業務の細目は、みよし市城山保育園の管理運営に関する指定管理協定仕様

書（以下「仕様書」という。）に定めるとおりとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、事業年度が１年に満たない場合の仕様書に定める各運営業務の

年間実施回数については、関係法令、維持基準のあるものはそれに準じて実施し、また、その

他安全衛生管理上必要な業務については、指定管理者の責任において適正な回数に読み替えこ

れを実施するものとする。 

 （業務実施条件） 

第１０条 指定管理者が本業務を実施するに当たって満たさなければならない条件は、仕様書に

示すとおりとする。 

（業務範囲及び業務実施条件の変更） 

第１１条 市又は指定管理者は、必要と認める場合は、相手方に対する通知をもって第９条で定

めた本業務の範囲及び前条に定める業務実施条件の変更を求めることができる。 

２ 市又は指定管理者は、前項の通知を受けた場合は協議に応じ、その決定をするものとする。 

３ 業務範囲又は業務実施条件の変更及びそれに伴う指定管理料の変更等については、前項の協

議において決定するものとする。 

 

第３章 本業務の実施 

 

（本業務の実施） 

第１２条 指定管理者は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）、子ども・子育て支援法（平

成２４年法律第６５号）、地方自治法、労働関係法令その他関係法令を遵守するとともに、本

指定管理協定及び指定期間中の事業年度ごとに別に定める協定（以下「年度協定」という。）、

募集要項等、提案書類及び事業計画書に従って適正に本業務を実施するものとする。 

２ 本指定管理協定、年度協定、募集要項等、提案書類及び事業計画書の間に矛盾又は齟齬があ

る場合は、本指定管理協定、年度協定、募集要項等、提案書類及び事業計画書の順にその解釈

が優先されるものとする。 

３ 指定管理者の選定に係る答申等において付帯事項等がある場合は、指定管理者は本業務の実

施に当たり、その内容を遵守すること。 

（業務開始の準備） 

第１３条 指定管理者は、指定期間の開始の日（以下「指定開始日」という。）に先立ち、本業務

の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。 

２ 前項に係る費用は、指定管理者が負担するものとする。 

３ 指定管理者は、必要と認める場合には、指定開始日前に市に対して管理施設の視察を申し出

ることができるものとする。 

４ 市は、指定管理者から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申



 

出に応じなければならない。 

（管理責任者等） 

第１４条 指定管理者は、本業務の実施に必要な知識、技能、経験等を有する者（以下「管理責

任者」という。）を選任するとともに、本業務の遂行に最適かつ必要な業務従事者を配置し、仕

様書に定めるところにより、氏名その他必要な事項を指定開始日に先立ち、市に報告しなけれ

ばならない。これらの者を変更しようとするときは、速やかに市に報告しなければならない。 

２ 管理責任者は、本業務の実施に関し、その利用許可、維持管理、運営、危機管理等施設現場

の管理及び監督の一切を担うものとする。 

３ 指定管理者は、指定期間において事前に市の承諾を得ることなく、管理責任者を交替させて

はならない。 

４ 市は、本業務の実施にあたり、管理責任者を不適当と認めたときは、指定管理者に対して当

該管理責任者の交替を求めることができる。 

５ 指定管理者は、関係法令を遵守し、管理責任者及び業務従事者に対する雇用主としての義務

を負うものとし、本業務に関する指示、労務管理、労働安全衛生管理等一切の指揮命令を行う

ものとする。 

６ 指定管理者は、防火管理者の甲種資格を有する者を選任して配置し、その氏名を市に報告す

るものとする。なお、防火管理者の資格を取得する必要がある場合、その費用は、指定管理者

の負担とする。 

 （責任分担） 

第１５条 本業務に関する責任分担については、別表２のとおりとする。 

２ 前項に定める事項で疑義がある場合又は前項に定める以外の不測の事態が生じた場合は、第

７条に規定する事業年度の期間内に市と指定管理者が協議の上、責任分担を決定するものとす

る。 

（苦情対応） 

第１６条 本業務に関する苦情については、必要に応じて市と指定管理者が協議し、指定管理者

が自らの費用と責任によって処理するものとする。 

（第三者による実施） 

第１７条 指定管理者は、本業務の全部又は主たる部分を第三者に委託し、又は請け負わせては

ならない。 

２ 指定管理者は、本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、事前に市の承認

を得なければならないものとし、実施に当たっては、当該第三者との契約書の写しを速やかに

市に提出しなければならない。契約を更新し、又は変更した場合も同様とする。また、当該契

約に変更等がない場合においても、指定管理者は市に対して、各事業年度の開始日から１５日

以内に当該年度の委託状況等について報告を行うものとする。 

３ 指定管理者は、前項の規定により本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、

その業務に係る仕様書の指示事項を十分理解させ、その内容について適切な知識及び技術をも

っている業者を選定すること。また、仕様書に指示事項のない業務を第三者に実施させる場合

は、その内容を市と指定管理者が協議し、その業務について適切な知識及び技術をもっている



 

業者を選定するものとする。 

４ 指定管理者が第２項の規定により本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、

全て指定管理者の責任及び費用において行うものとし、本業務に関して指定管理者が使用する

第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、全て指定管理者によ

り生じたものとみなして指定管理者が負担するものとする。 

 

第４章 指定管理料、利用料金等 

 

（指定管理料） 

第１８条 市は、本業務実施の対価として、指定管理者に対して指定管理料を支払う。 

２ 市が指定管理者に対して支払う指定管理料の詳細については、年度協定に定めるものとする。 

（指定管理料の変更） 

第１９条 市又は指定管理者は、指定期間中に、特別の理由により当初合意された指定管理料に

変更の必要が生じたときは、第７条に規定する事業年度の期間内に相手方に対して通知をもっ

て指定管理料の変更を申し出ることができる。 

２ 市又は指定管理者は、前項の申出を受けた場合は、協議に応じ、その決定をするものとする。 

（租税公課） 

第２０条 指定管理者が本業務の遂行に関連して生じる租税公課は、別に定めがある場合を除き、

全て指定管理者の負担とする。 

（利用料等の取扱い） 

第２１条 本業務の実施に伴い指定管理者が徴収する利用料等は、給食費（職員の給食費を含む。）

及び延長保育料とし、指定管理者の指定期間中に徴収した利用料等は、指定管理者の収入とし

収受させるものとする。 

２ 利用料等のうち、指定管理者の指定期間以外の利用に係る利用料等を収受したときは、市又

は市の指定するものの収入とする。この場合において、指定管理者は市が指示する期限までに、

市又は市の指定するものに対し、当該利用料金の内訳が分る明細書を提出した上で市又は市の

指定するものの口座へ振り込むこととする。 

 

第５章 事業計画書、業務報告書等 

 

（事業計画書の作成及び提出） 

第２２条 指定管理者は、次年度の事業計画及び収支予算に関する事項を記載した事業計画書を

作成し、毎年９月末までに市に提出し、承認を得なければならない。ただし、初年度の事業計

画書については、本指定管理協定締結の後、令和８（2026）年３月３１日までに提出するもの

とする。 

２ 指定管理者は、事業計画書を変更しようとするときは、市と指定管理者の協議により決定す

るものとする。 

（業務報告書の作成及び提出） 



 

第２３条 指定管理者は、次に掲げる毎月の業務実績を記載した業務報告書を作成し、その翌月

の１０日までに市に報告しなければならない。 

 (1) 園だより 

 (2) 施設安全チェック表 

 (3) 治癒証明書提出状況 

 (4) 定期延長保育利用状況 

 (5) 修繕工事実施状況 

 (6) 保育園職員の状況 

 (7) その他市が指示する事項 

２ 市は前項の報告について、説明を求め、又は実地に調査することができる。 

 （業務の改善勧告） 

第２４条 前条による調査の結果、第１０条に規定する業務実施条件を満たしていない場合は、

市は指定管理者に対して業務の改善を勧告するものとする。 

２ 指定管理者は、前項による改善勧告を受けた場合は、速やかに措置しなければならない。 

 （事業報告書の作成及び提出） 

第２５条 指定管理者は、指定手続条例第１０条の規定に基づき、毎年度終了後３０日以内に、

次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、紙媒体及び電子データで市に提出しなければ

ならない。 

 (1) 本業務の実施及び利用状況 

 (2) 利用料等の収入実績 

 (3) 管理経費の状況 

 (4) 行事の実施状況 

 (5) その他市が必要と認める事項 

２ 指定管理者は、市が第２６条から第２８条までの規定に基づいて年度途中において指定管理

者に対する指定管理者の指定を取り消した場合は、指定が取り消された日から３０日以内に当

該年度の指定管理をした期間の事業報告書を提出しなければならない。 

３ 市は、事業報告書の内容又はそれに関連する事項について、指定管理者に説明を求めること

ができるものとする。 

４ 指定管理者は、第１項に規定する事業報告書及び収支決算書並びに関係書類等を常に整備し、

これらを当該年度終了後５年間保存しなければならない。なお、指定期間満了後についても、

同様の取扱いとする。 

 

第６章 指定の取消し等 

 

（指定の取消し） 

第２６条 市は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定手続条例第

９条の規定により、その指定の取消し又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命

ずることができるものとする。 



 

 (1) 本業務の実施に際し、不正行為があったとき。 

 (2) 市に対し、虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。 

 (3) 指定管理者が本指定管理協定に定める事項を履行せず、又はこれらに違反したとき。 

 (4) 指定の申請の際に提出した書類に偽りが判明したとき。 

 (5) 指定管理者の経営状況の悪化等により本業務を行うことが不可能又は著しく困難になっ

たとき。 

 (6) 本施設の管理に重大な支障が生じるおそれがあるとき。 

 (7) 自らの責めに帰すべき事由により指定管理者から本指定管理協定の解除の申出があった

とき。 

 (8) その他市が必要と認めるとき。 

２ 市は、前項の指定の取消し等を行おうとする場合は、事前にその旨を指定管理者に通知した

上で、次の事項について指定管理者と協議を行わなければならない。 

 (1) 指定の取消し等の理由 

 (2) 指定管理者による改善策の提示及び指定の取消し等までの猶予期間の設定 

 (3) その他必要な事項 

３ 第１項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を

命じた場合において、指定管理者に損害及び損失並びに増加費用が生じても市はその賠償の責

めを負わない。また、市と指定管理者の協議により合理性が認められる範囲内で指定管理者は、

指定管理料の全部又は一部を市の請求により返還しなければならない。 

（指定管理者による指定の取消しの申出） 

第２７条 指定管理者は、次のいずれかに該当する場合、市に対して指定の取消しを申し出るこ

とができるものとする。 

 (1) 市が本指定管理協定に定める事項を履行せず、又はこれらに違反したとき。 

 (2) 市の責めに帰すべき事由により指定管理者が損害又は損失を被ったとき。 

２ 市は、前項の申出を受けた場合、指定管理者と協議し、その処置を決定するものとする。 

（不可抗力による指定の取消し） 

第２８条 市又は指定管理者は、別表２に規定する不可抗力（以下「不可抗力」という。）の発生

により本業務の継続等が困難と判断した場合は、相手方に対して指定の取消しの協議を求める

ことができるものとする。 

２ 協議の結果、やむを得ないと判断された場合、市は指定の取消しを行うものとする。 

３ 前項の取消しによって指定管理者に発生する損害及び損失並びに増加費用は、合理性が認め

られる範囲内で市が負担することを原則として、市と指定管理者の協議により決定するものと

する。なお、指定管理者が付保した保険及び国又は都道府県等からの助成金等によりてん補さ

れた場合は速やかに市へ報告することとし、その金額相当分については、市の負担に含まない

ものとする。 

 

第７章 情報管理 

 



 

（情報管理） 

第２９条 指定管理者又は本業務の全部若しくは一部に従事する者は、本業務の実施によって知

り得た秘密及び市の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的

に使用してはならない。 

２ 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及びみよし市個人

情報保護条例（平成１５年三好町条例第２９号）の規定に準拠し、本業務の実施に関して知り

得た個人情報の漏洩、滅失、き損等の事故の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要

な措置を講じなければならない。 

３ 前２項の規定は、指定期間が満了し、又は指定管理者の指定を取り消された後においても同

様とする。 

（情報公開） 

第３０条 指定管理者は、みよし市情報公開条例（平成１３年三好町条例第２号）の趣旨を踏ま

え、指定管理者自身の情報公開制度を設けて、本業務の基本方針、財務状況等について、市と

協議し、本業務に係る情報の公開に努めなければならない。 

（文書管理及び保存） 

第３１条 指定管理者は、本業務の実施に当たり作成し、又は取得した文書等（図面及び電磁的

記録を含む。）については、次のとおり文書管理上の留意事項に基づき、適正に管理し、及び保

存しなければならない。 

 (1) 指定管理者は、その業務に従事している者が文書等を取り扱う際には適正かつ円滑に処理

し、散逸、汚損等のないようにするとともに、常にその所在及び処理の経過を明らかにして

おくよう必要な措置を講じなければならない。 

 (2) 指定管理者は、文書等は適正に管理するため、市と協議の上、文書等の管理及び整理等に

関して、当該業務の性質、内容等に基づく文書等の管理基準を定めなければならない。 

 (3) 文書等の保存期間は、みよし市行政文書管理規程（平成１４年三好町規程第３号）別表第

１及び別表第２に準じて定めるものとする。 

 (4) 指定管理者は、市の承認を得た上で、保存期間が満了した文書等を廃棄するものとする。

なお、完結文書の廃棄は、文書等の内容、媒体等に応じて、適正かつ確実な方法により行う

ものとする。 

 (5) 指定管理者は、指定管理者の指定期間が終了した後、若しくは手続条例第９条の規定によ

り指定管理者の指定が取り消された後には、保存期間が満了していない文書等、又は市の指

示したものを市又は市が次に指定するものに引き継がなければならない。 

 

第８章 管理物件、備品等 

 

 （管理施設の現状変更） 

第３２条 増築、改築、移設等の管理施設の現状変更及び設備の更新については、市がその費用

と責任において実施するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者の必要により、管理施設の現状変更をしようとすると



 

きは、あらかじめ市の承認を得た上で指定管理者の負担により実施するものとする。 

３ 前項の規定により現状変更を行ったときは、遅滞なく市の確認を受けなければならない。 

４ 第２項の場合において、当該現状変更部分に係る所有権は市に帰属するものとし、指定管理

者は、将来にわたってその権利を主張しないものとする。 

（管理物品の貸与） 

第３３条 市は、管理物品を無償で指定管理者に貸与する。 

２ 指定管理者は、指定期間中、管理物品を常に良好な状態に保つものとする。 

３ 管理物品が経年劣化等により本業務の実施の用に供することができなくなった場合は、市は

必要に応じて購入し、又は調達するものとする。 

 （管理物件の修繕） 

第３４条 管理物件の修繕については、１件につき５０万円（消費税及び地方消費税を含む。）

未満のものについては指定管理者の責任と指定管理料の範囲内で実施するものとする。 

（備品等の購入等） 

第３５条 指定管理者は、管理物品のほか、指定管理料の範囲外の自己の費用（以下「自己の費

用」という。）により備品等を購入し、又は調達し、本業務の実施のために使用することができ

るものとする。 

２ 指定管理者は本業務の実施のために、必要に応じて指定管理料の範囲内で一つ当たり３０万

円（消費税及び地方消費税を含む。）未満の備品等を購入し、又は調達することができるもの

とする。 

３ 前項の規定に基づき、指定管理者が指定管理料の範囲内で備品等を購入する場合、指定管理

者は市に対し、事前協議を行い、市の承諾を得た上で購入するものとする。 

（備品等の扱い） 

第３６条 管理物品について、指定管理者は、指定期間満了又は指定の取消し等に際し、市又は

市が次に指定するものに引き継がなければならない。ただし、指定管理者が自己の費用で購入

し、又は調達した備品等については、指定管理者が撤去し、又は撤収するものとする。なお、

市との協議において合意した場合、指定管理者は、市又は市が次に指定するものに引き継ぐこ

とができるものとする。 

２ 前条第２項の規定に基づき指定管理者が購入し、又は調達した備品等については、市の管理

物品となるものとし、指定管理者は、将来にわたってその権利を主張しないものとする。 

 

第９章 損害賠償及び不可抗力 

 

（損害賠償等） 

第３７条 指定管理者は、指定手続条例第１３条の規定に基づき、故意又は過失により本施設を

損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただ

し、市が特別の事情があると認めたときは、市は、その全部又は一部を免除することができる

ものとする。 

２ 指定管理者は、本業務の実施において指定管理者の責めに帰すべき事由により市に損害等を



 

与えた場合は、その損害等を賠償しなければならない。 

（第三者への賠償） 

第３８条 指定管理者が本業務の実施において指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者

に損害を与えた場合は、指定管理者はその損害を賠償しなければならない。ただし、国家賠償

法の適用がないものについては、この限りでない。 

２ 前項の規定により、市が損害を受けた第三者の求めに応じて損害を賠償したときは、指定管

理者に対して賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるもの

とする。 

３ 市は、指定管理者による本業務の実施において市の責めに帰すべき事由により指定管理者又

は第三者に損害を与えた場合は、損害を賠償しなければならない。 

（保険） 

第３９条 市が、本業務の実施にあたり加入する保険は、次のとおりとする。 

 (1) 全国市長会学校災害賠償補償保険 

 (2) 建物総合損害共済 

２ 指定管理者は、損害賠償責任等の履行確保のための保険に加入しなければならない。 

３ 指定管理者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、契約書の写しを速やかに市に

提出しなければならない。また、保険契約を更新又は変更した場合も同様とする。 

（不可抗力発生時の対応） 

第４０条 不可抗力が発生した場合、指定管理者は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に

対応措置をとり、不可抗力により発生する損害及び損失並びに増加費用を最小限にするよう努

力しなければならない。 

（不可抗力によって発生した損害等） 

第４１条 不可抗力の発生に起因して指定管理者に損害及び損失並びに増加費用等が発生した

場合、指定管理者は、その内容や程度の詳細を記載した書面を速やかに市に通知するものとす

る。 

２ 市は、前項の通知を受けた場合、損害状況の確認を行った上で指定管理者と協議し、不可抗

力の判定、費用負担等を決定するものとする。 

３ 不可抗力により指定管理者に生じた損害及び損失並びに増加費用等について、国又は都道府

県等からの助成金等の支給対象となる場合、指定管理者は遅滞なく関係機関等への申請を行う

とともに、交付決定等がされた助成金等の内容及び支給額について市に報告するものとする。 

４ 第１項の損害等（指定管理者が加入した保険及び国又は都道府県等からの助成金等によりて

ん補された金額相当分を除く。）が発生した場合、合理性の認められる範囲内で市が負担する

ものとする。 

５ 不可抗力により第三者に損害が生じた場合、市は損害を賠償しなければならない。ただし、

指定管理者が前条に規定する対応措置を適切に行わなかったことにより発生した費用につい

ては、市と指定管理者が協議の上、費用負担等を決定するものとする。 

（不可抗力による一部の業務実施の免除） 

第４２条 前条第２項に定める協議の結果、本業務の一部が実施できなくなったと認められた場



 

合、指定管理者は不可抗力により影響を受ける限度において本指定管理協定に定める義務を免

れるものとする。 

２ 指定管理者が不可抗力により本業務の一部が実施できなかった場合、市は指定管理者との協

議の上、指定管理者が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用相当分を指定管理料

から減額するものとする。 

 

第１０章 緊急時等 

 

（緊急時の対応） 

第４３条 指定管理者は、地震その他の天災又は本施設に事故が発生した場合その他本業務の遂

行が不可能である場合若しくは困難な緊急の事態が生じた場合、速やかに必要な措置を講じる

とともに、市を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。また、市と

指定管理者が協議の上、決定した復旧措置を講ずるものとする。 

２ 事故等が発生した場合、指定管理者は市と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。 

（災害対策） 

第４４条 指定管理者は、危機管理体制を構築し、危機対応マニュアルを作成し、管理責任者及

び業務従事者の指導及び災害時の対応について随時に訓練を行うものとする。また、消防署等

から指摘があった場合は、直ちに改善措置を講ずるものとする。 

２ 指定管理者は、本施設が災害時における広域避難所に指定されていることを了解し、市の求

めるところに従い、災害時に本施設の役割を果たし、その必要な一切の行為に協力し、また、

当該役割を担うための平時における防災機能の維持その他の準備に協力するものとする。 

 （一時避難場所） 

第４５条 指定管理者は、園が災害時における一時避難場所に指定されていることを了解し、市

からの求めに応じ、避難所の開設、避難者の収容等一時避難場所の役割を果たすために必要な

協力を行うものとする。 

２ 避難所を開設したときの施設等の利用料は、無償とする。ただし、避難所の開設によって施

設等を棄損した場合は、市の責任及び費用によりこれを修復するものとする。 

３ 避難所としての業務に従事した指定管理者の職員の人件費は、指定管理者の負担とする。 

 

第１１章 その他 

 

（環境配慮） 

第４６条 指定管理者は、本業務を行うに当たっては、次のとおり環境への配慮に留意しなけれ

ばならない。 

 (1) 環境に配慮した商品購入及びサービスの提供を推進し、又は廃棄に当たっては、資源の有

効活用及び適正処理を図ること。 

 (2) 電気、ガス、ガソリン等のエネルギー使用量の削減に向けた目標を設定し、及びその取組

を推進すること。 



 

 (3) 有害化学物質、廃棄物等の危機管理を行い、環境及び人に影響を及ぼす事故を防止するこ

と。 

 (4) 管理責任者及び業務従事者に対して、環境の保全に関する教育及び学習の推進に努めるこ

と。 

 (5) みよし市環境管理要綱に基づき、報告書を四半期ごとに市に提出すること。 

（権利又は義務の譲渡の禁止） 

第４７条 指定管理者は、本指定管理協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は

継承させてはならない。 

（業務の引継ぎ等） 

第４８条 指定管理者は、指定期間満了、指定の取消し等に際し、市又は市が次に指定するもの

に対し、本施設の管理業務が遅滞なく円滑に実施されるよう業務の引継ぎ（本施設の視察対応

も含む。）を行わなければならない。 

２ 指定管理者は、前項の引継ぎに際し、管理物品一覧と照らし合わせ、その存在について確認

を行うものとする。 

（原状復帰義務） 

第４９条 指定手続条例第１２条の規定に基づき、指定管理者は、本指定管理協定の終了、年度

途中の指定の取消し又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、

指定開始日を基準として本施設を原状に回復し、市に対して本施設を空け渡さなければならな

い。ただし、市が認めた場合は、この限りではない。 

（請求等の様式） 

第５０条 本指定管理協定に関する市指定管理者間の請求、通知、申出、報告、承諾及び解除は、

本指定管理協定に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。 

（協定の変更） 

第５１条 本業務に関し、本業務の前提条件及び内容が変更したとき又は特別な事情が生じたと

きは、市と指定管理者が協議の上、本指定管理協定を変更することができるものとする。 

（年度協定） 

第５２条 各年度の本業務並びに本業務実施に係る指定管理料の額及び支払い方法については、

年度協定において定めるものとする。 

（解釈） 

第５３条 市が本指定管理協定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若し

くは報告を求めたことをもって、市が指定管理者の責任において行うべき業務の全部又は一部

について責任を負担するものと解釈してはならない。 

（疑義についての協議） 

第５４条 本指定管理協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本指定管理協定に

特別の定めのない事項については、市と指定管理者が協議の上、これを定めるものとする。た

だし、市又は指定管理者からの協議依頼を行うことができる期間は、第７条に規定する事業年

度の間とし、期間外に協議依頼のあった事項については原則として無効とする。 

２ 本指定管理協定（別紙を含む。）の各条項に規定するもの以外について、前項の規定に基づ



 

く協議により、市が負う費用負担の割合については、原則として当該協議に基づき算定された

額の５割を上限とする。 

 （裁判管轄） 

第５５条 本指定管理協定は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈されるものと

し、本指定管理協定に関する一切の紛争については、名古屋地方裁判所岡崎支部を第一審の専

属的合意管轄裁判所とする。 

 

 

 

 

 本指定管理協定を証するため、本書２通を作成し、当事者記名押印の上、みよし市が１通、指

定管理者は代表法人である           が１通を保管する。 

 

令和５年●月●日 

 

          市   住 所  愛知県みよし市三好町小坂５０番地 

              名 称  みよし市 

              代表者  みよし市長 小 山   祐 

 

 

          指定管理者 ●●●企業体 

             代表法人 

              住 所   

              名 称   

              代表者   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表１（第６条関係） 

管理施設 

施設名 概 要 説 明 備 考 

みよし市城山

保育園 

建築面積 ●●●㎡（延床面積●●●㎡）  

構造 ●●造  

施設概要 ●●、●●、●●  

所在地 愛知県みよし市福谷町仲田２１番地１ほか  

敷地面積 ●，●●●㎡  

駐車場 駐車場●台  

屋外施設 ●●、●●、●●等  

備品 初年度の管理運営に必要な備品一式  

保育時間 午前７時３０分～午後７時 ※延長保育時間を含む。  

休園日 毎週日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律

第１７８号）に規定する休日、１月２日及び同月３日並

びに１２月２９日から同月３１日まで 

 

 

別表２ 

リスク項目 リスクの内容 
分担 

市 事業者 

政策 政策方針の変更による事業の中止、費用の増大に関するもの ○  

法制度 

（税制度含） 

園の管理運営に影響を及ぼす法制度の新設・変更に関するも

の 
○  

園の管理運営以外の広く一般的に適用される法制度の新設・

変更に関するもの 
 ○ 

不可抗力 
天災等大規模な災害及び暴動等予測できない事態の発生に伴

う施設、設備の復旧による費用の増大又は事業の履行不能 
協議による 

金利変動 
事業期間における金利変動による事業者の経費増減によるも

の 
 ○ 

物価変動 物価変動に伴う事業者の経費増減によるもの 協議による 

債務不履行 

市の債務不履行、支払遅延、当該事業が不要になった場合等 ○  

事業者の事業放棄、事業破綻によるもの、事業者の業務内容が

契約に規定した条件を満足しない場合等 
 ○ 

セキュリティ 警備不備による犯罪等の発生によるもの  ○ 

事業終了時の費

用 

協定期間の終了した場合又は協定が解除された場合の撤収費

用 
 ○ 

 


